
実践女子大学・実践女子大学短期大学部における公的研究費の管理・監査等責任体系図

学園全体

大学全体 不正行為防止計画策定指示

行動規範策定 状況報告
不正防止の基本方針策定
必要な措置

不正防止対策策定
研究資金の執行に係る規則の明確化・統一化 状況報告
コンプライアンス教育・啓発活動具体的計画策定・実施

各学部等に不正防止対策の実施
コンプライアンス教育、啓発活動の実施 状況報告
公的研究資金の執行のモニタリング

コンプライアンス教育、啓発活動の実施
公的研究資金の執行のモニタリング
改善指導

全構成員

不正防止計画の適切性

最高管理責任者（学長）
【第3条】

※公的研究資金の運営・管理について最終的な責任を

負う者

役員会（常任理事会）
【第3条】

統括管理責任者（副学長）
【第4条】

※公的研究資金の運営・管理について実質的な

責任と権限を有する者

不正防止計画推進部署

（研究推進室研究推進課）
【第12条】
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コンプライアンス推進責任者

（学部長、センター長等） 【第5条】
※学部及び事務部門等における競争的研究費の運営・

管理について実質的な責任と権限を有する者

コンプライアンス推進責任者

（常務理事）【第5条】
※学部及び事務部門等における競争的研究費の運

営・管理について実質的な責任と権限を有する者

コンプライアンス推進副責任者（学科主任、研究

所長等）【第6条】
※コンプライアンス推進責任者を補佐する者
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競争的資金の運営・管理に関わる全ての構成員（研究者、事務職員等）
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コンプライアンス推進副責任者（総務部長、

財務部長等）【第6条】
※コンプライアンス推進責任者を補佐する者

研究支援相談窓口
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